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1まえがき

2022年7月1日の面談及び追加のご要求（下記）に対する回答を示すものである

（１）これまでの施設定期検査（社内）において、東京電力の検査担当箇所にて
実施している検査前確認の内容を示すこと

（２）長期保守管理計画に関し、バウンダリ機能を要求する機器で、BDMから
TBMに見直した実績があれば具体例を示すこと

（３）施設定期検査対象設備で、保全重要度がBまたはCとなっている機器を示
すこと

（４）震災前から使用している設備で、分解点検を行っている機器を1，2例あげ、
分解点検の詳細を提示すこと
（代表例：1号機FPCポンプ、共用プールのポンプ）



2（１）施設定期検査（社内）における検査前確認について

別紙のとおり



3（２）バウンダリ機能を担保する機器でTBM管理に見直した実績

長期保守管理計画（点検長期計画）において、バウンダリ機能を要求する機器で、
BDMからTBM管理に見直した実績

① ALPS系の機器
弁やポンプ、タンクなど
・系統の冗長性より保全重要度Cとしていたが、単一故障であっても機器
故障時の影響を考慮し、保全重要度をAに見直し、BDMからTBMに計画
変更

HEPAフィルタなど
・不適合を起因に、BDMからTBMに計画変更

② 屋外一時保管エリアの瓦礫等収納容器
・不適合を起因に、BDMからTBMに計画変更

なお、これ以外でも、長期保守管理計画の定期見直しなどのタイミングで、各設
備所管箇所において、保全方式や点検周期などの計画を見直し、より管理できる
計画になるよう取り組んでいる



4（３）施設定期検査対象設備で保全重要度がBまたはCの機器

施設定期検査対象設備のうち、機器の保全重要度がBまたはCの機器は多数あり、
単一故障や機器停止時の影響を踏まえ、TBMやCBM、BDMでの管理を実施

以下に、代表例を示す
施設定期検査 件名 保全重要度がBまたはCの機器（代表例）

原子炉圧力容器・格納容器注水設備 他 1,2,3号機CS系/FDW系 流量計ユニット配管

原子炉格納容器内窒素封入設備
原子炉格納容器ガス管理設備

窒素ガス分離装置本体、吸着槽、弁

使用済燃料プール設備 1号機FPCポンプ、2号機SFP一次系ポンプ

汚染水処理設備等 １～４号機滞留水移送ポンプ、タンク水位計

電気系統設備 所内共通D/G

使用済燃料共用プール設備 共用プール冷却浄化系熱交換器、冷却浄化系ポンプ

放射性固体廃棄物等の管理施設及び関連施設 バグフィルタ、排ガスフィルタ、排ガスブロア

５・６号機（既設） 復水移送ポンプ、廃スラッジ貯蔵タンク

サブドレン他水処理施設 サブドレン浄化設備処理装置供給タンク、供給ポンプ

雨水処理設備 モバイルRO膜装置モバイルROユニット

大型機器除染設備 加工室

放射性固体廃棄物等の管理施設及び関連施設
（増設雑固体廃棄物焼却設備）

バグフィルタ、一次・二次排ガスフィルタ、排ガスブロア



5（４）分解点検の具体例

過去に実施したポンプの分解点検の例を示す

① １号機FPCポンプ（A）

点検頻度 本格点検：8FY
本格点検内容 分解点検または取替
至近での分解点検 2017年度

2018年度（前年度の懸案事項対応）
分解点検項目（例）・分解前のセンターリング計測

・分解前状態確認
・分解後の各部計測（許容値あり）
・浸透探傷検査
・組立後のセンターリング調整・計測
・外観目視検査・ボルト類の締付確認
・試運転時の状態確認（漏えい、振動等）

② 共用プールFPCポンプ（B)

点検頻度 本格点検：8FY
本格点検内容 分解点検
至近での分解点検 2019年度
分解点検項目（例）・①同等

イメージ



特定原子力施設監視・評価検討会
（第80回）資料2 再掲及び補足【参考】長期保守管理計画について（経緯）

◼ 廃炉・汚染水対策で使用中の設備については、マニュアルに基づき保全重要度を設定し、点検長期計画
を策定して点検・手入れを実施(継続して点検計画(点検長期計画含む)で管理)

◼ 震災前から設置している既設設備(震災後は使用しない設備)は、震災前の点検長期計画にてリスト化さ
れているものの、現状の点検長期計画に適切に反映出来ていないところがあり、管理状態が十分とは言
えない(長期保守管理計画で管理)

◼ さらに、2019年1月、3/4号機排気筒からの足場材落下事象(仮設通路等)のような、点検長期計画未反
映箇所において経年劣化によるリスクが顕在化(長期保守管理計画で管理)

震災後の環境変化を踏まえ、廃炉・汚染水対策を進める上で特に注視すべきリスクを抽出し、該当す
る設備（機器）に対して、経年劣化モードに応じた対応が必要
⇒ 長期保守管理計画を策定し、今後、同計画に基づき対応を実施していく

【既設設備】(震災前設備) 【新設設備】(震災後設置設備）

手
摺
等

監視設備

震災前の点検長期計画リスト 現在の点検長期計画リスト

廃炉・汚染水対策で使用中の設備

建築物

構内の全設備、機器※1

ドラム缶等既設設備で
使用中のもの

配管/ダクト等
(通路近傍)

制御盤等
(通路近傍)

排気筒等

主タービン等

流量計
(未使用系統)等

原子炉
注水配管
(一部)等

4号機CST
水位計等

原子炉
建屋等

建屋カバー等

建屋滞留水水位計等

クレーン
(震災後設置)等

配管/ダクト等
(溜まり水を保有)

※1 設備保全箇所が判明している約34万件から作業を開始

長期保守管理計画のリストは、震災後は使用しない設備・仮設通路等を含む構内の全設備が対象
廃炉・汚染水対策で使用中の設備は、保全方式・点検周期・点検内容等を点検長期計画で継続管理

6
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特定原子力施設監視・評価検討会
（第80回）資料2 再掲及び補足

【参考】長期保守管理計画
（機械設備・電気設備・その他設備の判断フロー）

機械設備・電気設備・その他設備

点検長期計画
の管理機器か?

NO

YES

YES

NO

NO

YES

NO

YES

設備優先度５

設備優先度
２

設備優先度
４

設備優先度
３

経年劣化を考慮
した点検となっている
（TBM or CBM）

点検が外観目視
単独ではない。

劣化により
人身安全に影
響するか?

劣化により
要求機能が喪失

するか?

冗長性が
あるか？

YES

NO

速やかな追加対策の検討
『要』

【人身安全/原子力安全】

設備優先度
１

追加対策の検討『要』
【設備の機能喪失】

YES

NO

※１ 評価対象外の例
受電していない電源盤内リレー、使用していない圧力スイッチ（ただし、放射性
物質、危険物、薬品等を内包していないもの）等
なお、この判断における設備機能喪失とは、当該設備の損傷により、他の機器を
破損させる等により他の機器の要求機能を喪失させることを意図。

点検内容
が妥当

NO

『管理状態”Ｂ”』重要な機器（例、PCV、S/C等）も含めて、調査・評価等を

踏まえながら、適宜見直しを検討していく。

追加対策検討
『不要』

NO

評価対象外※1

(不要であることを明確にするた
め、機器はリストには残すこと)YES

未使用の設備で、損傷した
場合、人身安全、設備機能喪失、
放射性物質or危険物or薬品の漏洩

のいずれかに影響あり

YES

使用中の
設備か？

NO
YES

『管理状態”Ａ”』

現状の対策を継続

＜追加対策不要＞

原子力安全に影
響するか？

NO

YES

管理状態”Ａ”：望ましい姿に合致している

管理状態”Ｂ”：望ましい姿に合致していない

廃炉・汚染水対策として実
施計画に定める機能を有す
る設備及びその他設備を含
む使用中の設備

廃炉・汚染水対策として実施計画に
定める機能を有する設備は、点検長
期計画の管理機器になる

事後保全(BDM)

震災後は使用しない設備を含む
、その他設備
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特定原子力施設監視・評価検討会
（第80回）資料2 再掲及び補足

【参考】長期保守管理計画
（バウンダリ機能の判断フロー）

【インベントリグレード】
グレードⅰ：放射能濃度が高かつ保有量が中以上で、漏えい時の環境影響が大きいもの
グレードⅱ：放射能濃度や保有量が中以上で、漏えい時の環境影響が懸念されるもの
グレードⅲ：放射能濃度や保有量が低く、漏えい時の環境影響が小さいもの

無し

機能喪失時
系統外へ流出
するか?

堰の設置および
堰の点検※2

漏えい検知器

漏えい検知器

有り

バウンダリ優先度3 バウンダリ優先度２ バウンダリ優先度１

有り

機械設備・電気設備・その他設備
監視設備

無し

無し

NO

有り

YES

敷地外への影響有無
により対策要否を検討

敷地外への影響の有無を考慮
してインベントリグレードの
高いものから対策を検討

＜各基準の考え方＞
①放射能濃度
高：高濃度汚染水等（104Bq/L以上目安）
中：処理水・プラント系統水等（102～104Bq/L目安）
低：フォールアウト由来等(～102Bq/L目安）

②保有量
大：対象が膨大・広範囲に亘るもの（2000m3以上目安）
中：単体タンク、系統内水等(100～2000m3目安）
小：溜まり水、残水等(～100m3目安）

YES

NO

現状の対策を継続

＜追加対策不要＞

『管理状態”Ｂ”』『管理状態”Ａ”』

管理状態”Ａ”：望ましい姿に合致している

管理状態”Ｂ”：望ましい姿に合致していない

未使用の設備で、損傷した
場合、人身安全、設備機能喪失、
放射性物質or危険物or薬品の漏洩

のいずれかに影響あり

内包物が
放射性物質
or危険物
or薬品?

評価対象外※1

(不要であることを明確にする
ため、機器はリストには残す

こと)

YES

NO

※１ 評価対象外の例
受電していない電源盤内リレー、使用していない圧力スイッチ（ただし、放射性物質、危険物、薬品等を内
包していないもの）等
なお、この判断における設備機能喪失とは、当該設備の損傷により、他の機器を破損させる等により他の機
器の要求機能を喪失させることを意図。
※２ 気体を扱う設備については、堰が無いとして判断する。

廃炉・汚染水対策として実施計画に定め
る機能を有する設備及び震災後は使用し
ない設備を含む、全設備が対象

バウンダリ機能喪失時に系統外へ流出す
るリスク



要領書作成フェーズ

実施計画Ⅱ

（当該年度４月
時点の検査対象

抽出）

検査取り纏めＧ 検査取り纏めＧ

検査要領書

作成

設備管理箇所
設備保守箇所

検査要領書
協議・確認

検査取り纏めＧ

検査要領書
承認（制定）

基盤整備Ｇ

制定版

検査要領書送付

設備管理箇所

運転計画確認

設備保守箇所

点検長計

（検査対象抽出）

要領書レビュー会
・実施計画Ⅱ準拠
・手順の明確化
・検査体制

・立会検査項目設定

・検査取り纏めＧ
・設備管理箇所
・設備保守箇所

・主任技術者
・検査担当
・基盤整備Ｇ

前年度2-3月

検査計画フェーズ

検査実施年度6月末まで

検査開始１週間前まで完了

検査実施／完了報告フェーズ

設備管理箇所

記録採取

設備保守箇所

記録採取

検査実施責任者
（設備管理箇所）

検査判定

検査実施責任者
（設備保守箇所）

検査判定

検査取り纏めＧ

検査開始宣言

検査取り纏めＧ

検査判定結果
の集約

主任技術者等

成績書５．判定
結果の妥当性確認
（サイン）

検査取り纏めＧ

記録の移管

（様式-1作成）
提出

・検査取り纏めＧ
・設備管理箇所

・設備保守箇所
・主任技術者
・検査担当

・基盤整備Ｇ

主任技術者等

立会検査
（全検査抜き取り）

検査取り纏めＧ

様式6-1作成

（完了報告）

検査担当

検査結果の確認
（様式6-1押印）

検査前確認フェーズ

検査取り纏めＧ

検査前確認

実施案内送付

設備保守箇所

検査対象設備

不適合情報収集
／点検長計実績
／検査用計器校正

記録準備

検査前確認実施

（体制・不適合情報・
点検長計実績・

検査用計器校正状況）

・検査取り纏めＧ

・設備管理箇所
・設備保守箇所
・主任技術者

・検査担当
・基盤整備Ｇ

前年度施設定期

検査実績取り纏め

基盤整備Ｇ

設備保守箇所

検査項目・点検

周期整理表作成

設備保守箇所

設備管理箇所

検査担当Ｇ一覧表
作成

社内検査完了期日　１２月末まで

実施計画検査の

実施について発出

NRA

施設定期検査

(社内)の計画策定
依頼

基盤整備Ｇ

次年度検査計画

作成・報告

検査取り纏めＧ

特定原子力施設

定期の検査に関
わる報告書作成・

報告

基盤整備Ｇ

検査要領書
確認

主任技術者
検査担当

NRA検査要領書

作成（非開示）

NRA

妥当性確認完了期日　１月末まで

NRA

検査成績書

懸案連絡会

・検査取り纏めＧ

・設備管理箇所
・設備保守箇所
・主任技術者
・検査担当

・基盤整備Ｇ

基盤整備GM

記録の移管

の確認

品質向上GM

記録の保管

検査結果の妥当性確認

基盤整備GM

記録の移管
（様式-1作成）

提出

作成：日高，審査：佐藤ＧＭ，承認 渡部安全総括部長

1

１．施設定期検査（社内）業務プロセス

検査前確認

検査前確認ﾌｪｰｽﾞにて
点検計画・点検記録を確認している



2

・ALPSの性能検査（運転性能、除去性能）や監視機能検査（漏えい検知機能）に
おける「検査前確認」として, 以下の確認を実施している。
⇒３），５），６）において，機能・性能検査に係る関連機器の点検計画・点検記録を確認している。

No. 確認内容 関連文書・記録

１)

検査体制の確立について
〇検査実施責任者を代行者が実施する場合、
必要な力量を有する者が指名されていることを検査実施
責任者の指名記録で確認すること。

〇検査員に、検査の実施を口頭で指示していること。
○検査要領書を検査関係者へ周知していること。

・実施体制図
・検査実施責任者／検査立会責任者
の指名記録

・力量評価、教育訓練計画・実績、
有効性評価表

２) 主任技術者による検査要領書の確認について
○主任技術者が検査要領書の確認を実施していること。

３)
検査の対象範囲について
○当該年度４月１日時点の実施計画記載内容（系統図含む）と整合していること。

〇当該年度における、本検査に係る検査対象機器の点検計画及び点検記録が漏れ
なく準備していること。但し、検査の判定に使用する計器の記録については６）で実
施する。

計画
・〇〇設備点検長期計画表
点検内容
・工事施工報告書（点検記録）

４) 検査スケジュールについて
○検査が計画されたスケジュールどおり実施可能であることを確認していること。 ・特定原子力施設定期検査ｽｹｼﾞｭｰﾙ

５)
不適合、ＭＲＦの処理について
〇当該検査対象設備や機器（計器含む）の内、検査の判定に直接関連する不適合
・ＭＲＦ、及び運転上の制限を逸脱すると判断した不適合が処理され、検査が
成立することを確認していること。

・不適合件名リスト

６) 検査の判定に使用する計器について
〇検査の判定に使用する計器が必要な測定範囲及び精度を有し、校正又は検証が
適切に行われていることを記録等により確認していること。

計画
・〇〇設備点検長期計画表
点検内容
・工事施工報告書（点検記録）

２．施設定期検査（社内）で実施している「検査前確認」の内容

一般 取扱注意 社内限り 安全・品質室 基盤整備グループ 2022.７
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（１）放射性液体廃棄物処理施設及び関連施設(ALPS) の事例

ALPSの検査前確認において，
性能検査に影響するポンプ(CFF二次側流量調整弁)シートパス事象の不適合処理
状況確認時，CFF二次側の当該弁以外についても点検内容の妥当性を確認した。
これらの弁の保全方式がBDMであったことから,保全方式をTBMへ変更する検討
を行うよう主任技術者等より助言。なお,同時期に検査とりまとめGMからも同様
の変更指示が出ていた。

３．施設定期検査（社内）で実施する「検査前確認」で抽出した課題

（２）共用プール設備の事例

共用プール設備の検査前確認において，
共用プール冷却浄化系運転性能検査や共用プール補給水系機能検査に係る機械系
設備(ポンプ)と電気系設備(電動機)の保全方式について,一対の機器としてみた場
合の保全方式(CBM/TBM)や点検周期の妥当性を確認した。
ポンプはCBMからTBMへ変更,電動機は起動頻度(間欠運転)や電動機型式(ｼｰﾙﾄﾞﾀ
ｲﾌﾟ)を勘案の上,一部の電動機をCBMからTBMに変更した。

・性能検査や監視機能検査の「検査前確認」として,当該系統設備に係る機器の
点検計画・点検記録を確認している。

＜抽出した課題＞


